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令和８年度 古平町資源物収集運搬業務委託 仕様書 

  

（目的） 

第１条 この仕様書は、古平町を甲とし、  受 託 者  を乙として、令和８年度におけ

る資源物の収集運搬業務（以下「委託業務」という。）の仕様を定めることを目的とする。 

（委託業務の内容） 

第２条 乙は、第４条に規定する資源物を適正に収集運搬し、あらかじめ甲の指示した処理施

設に種類ごとに搬入するものとする。 

（１） 缶類・・・北しりべし広域クリーンセンターリサイクルプラザ（小樽市桃内町） 

（２） びん類、紙類、ペットボトル・・・北後志リサイクルセンター（余市町栄町） 

（収集運搬日程） 

第３条 乙は、収集運搬日程表（別表１）に基づき収集運搬業務を行うものとする。 

（対象資源物） 

第４条 収集の対象となる資源物の種類は、次のとおりとする。 

（１）缶類    アルミ缶、スチール缶 

（２）びん類   透明びん、茶色びん、その他びん 

（３）紙類    新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック 

  （４）ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ  PET１のマークがついたもの 

（回収容器の種類及び配置） 

第５条 回収容器の種類は、資源物ごとに次のとおりとする。 

（１）缶類    専用のオレンジ色のコンテナ（分別の必要なし） 

（２）びん類   専用の青い色のコンテナ（３種類に分別必要あり） 

（３）紙類    容器なし 

 （４）ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ  専用のあみ袋 

２ 回収容器の配置については、各ｽﾃｰｼｮﾝ配置表及び配置図（別表２）に基づき業務を行うも

のとする。ただし、年度途中でも甲が指示した場合は変更するものとする。 

（作業時間） 

第６条 収集運搬業務の作業時間は次のとおりとする。 

（１） 容器の設置は、当日の午前 7 時 00 分までに設置完了しなければならない。 

（２）資源物の収集時間は、午前 8 時 00 分からとし、午後 3 時 00 分までに搬入を完了する

ものとする。北後志リサイクルセンターでの搬入から清掃作業まで要する時間は、お

およそ１時間程度である。   

（違反廃棄物の取扱）                                  

第７条 乙は、キャップ及びラベルを取りはずしていないペットボトルについては、回収後に

取りはずし、北後志リサイクルセンターに搬入するものとする。 
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